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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被梱包物品が搭載される主面と、
　前記主面の両端縁に折曲線を介してそれぞれ設けられ、前記主面の底面側に折り返され
る折り返し部と、
　前記主面から立ち上がり、物品搬送用梱包具が外箱に収容されて施蓋された状態で外箱
の上底に当接して、被梱包物品を外箱の所定の位置に支持する立ち上がり部と、
を備えた梱包具本体と、
　前記主面の少なくとも一部を覆うように、該主面上に非接着の状態で重ねられると共に
、両端縁が前記折り返し部にそれぞれ固定される透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルム
と、
を備え、
　前記主面と可撓性フィルムとの間に、梱包される被梱包物品を挿入した状態で、前記折
り返し部を前記主面の底面側に折り返すことにより、前記可撓性フィルムの前記主面側へ
の押圧力を増し、もって前記可撓性フィルムと主面との間で被梱包物品を挟持するよう構
成された物品搬送用梱包具であって、
　前記主面の底面側に折り返された前記折り返し部を、折り返す前の状態に戻ろうとする
弾性力に抗して、前記主面の底面側に保持するための保持機構を備えており、
　前記折り返し部と前記主面との前記折曲線上の中間に、前記折り返し部と平行に折り曲
げ可能な折り曲げ片を設け、
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　前記折り曲げ片の一端面であって、前記折曲線よりも前記主面に対して外側にスリット
を形成しており、
　前記折り曲げ片の側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で
前記スリットの側部に係合可能な第１凸部が設けられ、
　前記スリットの側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で前
記折り曲げ片の側部に係合可能な第２凸部が設けられており、
　前記保持機構が、前記第１凸部と前記第２凸部とを含むことを特徴とする物品搬送用梱
包具。
【請求項２】
　請求項１に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記折り曲げ片の長さが、前記可撓性フィルムよりも長く形成されていることを特徴と
する物品搬送用梱包具。
【請求項３】
　請求項２に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記折り返し部の内側には、前記折り返し部と平行に配置され折り曲げ可能な第１折り
曲げ片と、前記第１折り曲げ片の外側に向かい合わせに配置され折り曲げ可能な第２折り
曲げ片と、を備えており、
　前記スリットは前記第２折り曲げ片を折り曲げた折り曲げ跡に形成され、
　前記第１折り曲げ片の側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状
態で前記スリットの側部に係合可能な第１凸部が設けられ、
　前記スリットの側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で前
記第１折り曲げ片の側部に係合可能な第２凸部が設けられていることを特徴とする物品搬
送用梱包具。
【請求項４】
　請求項１～３の一に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記立ち上がり部は、前記主面に連続して折り曲げ可能に形成されており、
　物品搬送用梱包具が外箱に収容されるとき、該外箱の側壁に当接して外箱の側壁に沿っ
て上方に折り曲げられて形成されることを特徴とする物品搬送用梱包具。
【請求項５】
　請求項１～４の一に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記主面と前記可撓性フィルムとの間に複数の被梱包物品を挿入した状態で、隣り合う
被梱包物品の間において前記可撓性フィルムを前記主面側に押さえる押さえ部を備えてい
ることを特徴とする物品搬送用梱包具。
【請求項６】
　被梱包物品が搭載される主面と、
　前記主面の両端縁にそれぞれ設けられ前記主面の底面側に折り返される折り返し部と、
　前記主面から立ち上がり、物品搬送用梱包具が外箱に収容されて施蓋された状態で外箱
の上底に当接して、被梱包物品を外箱の所定の位置に支持する立ち上がり部と、
　を備えた梱包具本体と、
　前記主面の少なくとも一部を覆うように、該主面上に非接着の状態で重ねられると共に
、両端縁が前記折り返し部にそれぞれ固定される透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルム
と、
を備え、
　前記主面と可撓性フィルムとの間に、梱包される被梱包物品を挿入した状態で、前記折
り返し部を前記主面の底面側に折り返すことにより、前記可撓性フィルムの前記主面側へ
の押圧力を増し、もって前記可撓性フィルムと主面との間で被梱包物品を挟持するよう構
成された物品搬送用梱包具であって、
　前記主面の底面側に折り返された前記折り返し部を、折り返す前の状態に戻ろうとする
弾性力に抗して、前記主面の底面側に保持するための保持機構を備えており、
　前記主面と前記可撓性フィルムとの間に複数の被梱包物品を挿入した状態で、隣り合う
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被梱包物品の間において前記可撓性フィルムを前記主面側に押さえる押さえ部を備えてお
り、
　前記主面の両端縁に設けられた前記立ち上がり部には、前記主面の内側に折り曲げられ
る押さえ片がそれぞれ設けられており、
　前記押さえ部は、前記押さえ片が連結されて形成されることを特徴とする物品搬送用梱
包具。
【請求項７】
　請求項６に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記押さえ片のうち、一方の押さえ片には下向きの切り欠きが形成され、他方の押さえ
片には上向きの切り欠きが形成されており、
　前記押さえ部は、一方の押さえ片の下向きの切り欠きに他方の押さえ片の上向きの切り
欠きを係合させて連結されることを特徴とする物品搬送用梱包具。
【請求項８】
　請求項１に記載の物品搬送用梱包具であって、
　前記保持機構は、
　前記折り返し部の先端部に形成された凸部と、
　前記主面に形成され、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で前記凸
部が係合可能な孔部と、
　を有していることを特徴とする物品搬送用梱包具。
【請求項９】
　被梱包物品が搭載される主面と、
　前記主面の両端縁にそれぞれ設けられ前記主面の底面側に折り返される折り返し部と、
　前記主面から立ち上がり、物品搬送用梱包具が外箱に収容されて施蓋された状態で外箱
の上底に当接して、被梱包物品を外箱の所定の位置に支持する立ち上がり部と、
　を備えた梱包具本体と、
　前記主面の少なくとも一部を覆うように、該主面上に非接着の状態で重ねられると共に
、両端縁が前記折り返し部にそれぞれ固定される透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルム
と、
を備え、
　前記主面と可撓性フィルムとの間に、梱包される被梱包物品を挿入した状態で、前記折
り返し部を前記主面の底面側に折り返すことにより、前記可撓性フィルムの前記主面側へ
の押圧力を増し、もって前記可撓性フィルムと主面との間で被梱包物品を挟持するよう構
成された物品搬送用梱包具であって、
　前記主面の底面側に折り返された前記折り返し部を、折り返す前の状態に戻ろうとする
弾性力に抗して、前記主面の底面側に保持するための保持機構を備えており、
　前記折り返し部は、前記主面に連続して設けられ前記主面に対して垂直に折り曲げられ
る第１壁部を備えており、
　前記立ち上がり部は、主面を切り欠いて第１壁部と一体に形成されており、前記第１壁
部が前記主面に対して垂直に折り返された状態で、前記主面に対して垂直上向きに立ち上
がることを特徴とする物品搬送用梱包具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品搬送用梱包具に関し、例えば宅配便で配達される大きさや形状の異なる
物品の梱包に利用可能な物品搬送用梱包具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＴＶショッピングやネットショッピングの普及により、宅配便を利用した商品の搬送が
多用されており、これらの商品の搬送においては、形状や大きさの異なる様々な物品を、
安定した状態で搬送できる物品搬送用梱包具が求められている。
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【０００３】
　例えば特許文献１に開示されている物品搬送用梱包具の組み立て手順を図３８～図４０
に示す。物品搬送用梱包具は、個装体２０１と内装体２０２とを組み合わせて構成されて
いる。図３８に示すように、個装体３０１は一枚のボードで構成されており、搬送すべき
物品Ｍがこのボードに載置された後、ボードの縁部が折り返されて物品Ｍの表面が覆われ
る。折り返した縁部同士は封緘テープで封緘される。個装体３０１に包まれた物品Ｍは、
図３９，図４０に示すように、内装体３０２に保持され、外箱３０３に収容される。
【０００４】
　内装体３０２は、ベースボード３０６と、抑えシート３０７とを有している。ベースボ
ード３０６は、立上り部分３１２と立下り部分３１１とを有しており、立上り部分３１２
は、ベースボード３０６の両側縁から上向きに折り返され、立下り部分３１１は、ベース
ボード３０６の両側縁から下向きに折り返される。立上り部分３１２の上端は外箱３０３
の上蓋に支持され、立下り部分３１１の下端は外箱３０３の底面に支持されており、ベー
スボード３０６に載置された物品Ｍは、外箱３０３の上下面からそれぞれ間隔をおいた定
位置に保持される。
【０００５】
　抑えシート３０７は、ベースボード３０６に載置された物品Ｍの表面を覆った状態で、
両端がベースボード３０６の側縁に固定されている。抑えシート３０７は、立下り部分３
１１を折り曲げることにより緊張して、個装体３０１で包まれたノート型パソコンなどの
物品Ｍをベースボード３０６に押付けて定着させる。ベースボード３０６上に定着した物
品Ｍは、立上り部分３１２と立下り部分３１１とで支持された状態で外箱３０３に収納さ
れており、輸送中に加えられる衝撃から保護される。
【０００６】
　特許文献２には、特許文献１に記載の物品運送用梱包具を改良した構造が開示されてい
る。この物品運送用梱包具は、図４１に示すように、ベースボード３２１と抑えシート３
２２とを有している。ベースボード３２１は、物品Ｍを定位置に支持するものであり、上
面に物品Ｍを搭載する搭載面３２４と、上向きに折曲して外箱３２３の上蓋に支えられる
立上り部分３２５と、垂直面形成部分３２７と、水平面形成部分３２８とからなる立下が
り部分３２６とを有している。図４２に示すように、垂直面形成部分３２７と水平面形成
部分３２８とは、搭載面３２４の下方にコ型に折り曲げられて緩衝空間を形成して外箱３
２３の底面に支持される。
【０００７】
　抑えシート３２２は、ベースシート３２１の搭載面３２４をまたがって、立下り部分３
２６の水平面形成部分３２８に固定されており、立下り部分３２６の折り曲げにより引っ
張られて緊張し、物品Ｍを搭載面３２４上に定着させる。これにより、ノート型パソコン
などの物品Ｍを、個装体を用いることなく直接梱包して、宅配便や郵便として運送中に生
じる振動、衝撃から有効に保護することができ、梱包の取り扱いが容易になり、梱包の作
業性を改善できる効果を有すると説明される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許４３９５６７５号公報
【特許文献２】特許４２９６５６７号公報
【特許文献３】特開２００１－１７１７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図４３，図４４に示す物品運送用梱包具においては、まず両立下り部分
３２６，３２６を搭載面３２４の下方にコ型に折り曲げた上で、立上り部分３２５，３２
５を搭載面３２４の両側縁から上向きに折り返す必要がある。このため、外箱３２３に物
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品運送用梱包具を入れるためには、予め外箱３２３を大きく開口させた上で、コ型に折り
曲げた両立下り部分３２６，３２６を両手で掴んで外箱３２３に入れる動作が必要となる
。このとき、立上り部分３２５，３２５は外箱３２３の口縁に支えられて自ら立ち上がる
。
【００１０】
　このように、両手での作業が求められる上、作業工数が多くなるという問題があった。
また、比較的広い面積の立上り部分３２５が２つ必要となるため、物品運送用梱包具を構
成するために必要な紙材の面積も大きくなり、コストアップにも繋がる。このような物品
の運送に用いられる梱包用具は、ユーザが代金を支払わないことが一般的であるため、極
力コストを低減することが求められている。
【００１１】
　本発明は、従来のこのような問題点を解決するためになされたものであって、その目的
の一は、工数及び部材を極力削減した物品搬送用梱包具を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の第一の側面に係る物品搬送用梱包具によれば、被
梱包物品が搭載される主面と、前記主面の両端縁に折曲線を介してそれぞれ設けられ、前
記主面の底面側に折り返される折り返し部と、前記主面から立ち上がり、物品搬送用梱包
具が外箱に収容されて施蓋された状態で外箱の上底に当接して、被梱包物品を外箱の所定
の位置に支持する立ち上がり部とを備えた梱包具本体と、前記主面の少なくとも一部を覆
うように、該主面上に非接着の状態で重ねられると共に、両端縁が前記折り返し部にそれ
ぞれ固定される透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルムとを備え、前記主面と可撓性フィ
ルムとの間に、梱包される被梱包物品を挿入した状態で、前記折り返し部を前記主面の底
面側に折り返すことにより、前記可撓性フィルムの前記主面側への押圧力を増し、もって
前記可撓性フィルムと主面との間で被梱包物品を挟持するよう構成された物品搬送用梱包
具であって、前記主面の底面側に折り返された前記折り返し部を、折り返す前の状態に戻
ろうとする弾性力に抗して、前記主面の底面側に保持するための保持機構を備えており、
前記折り返し部と前記主面との前記折曲線上の中間に、前記折り返し部と平行に折り曲げ
可能な折り曲げ片を設け、前記折り曲げ片の一端面であって、前記折曲線よりも前記主面
に対して外側にスリットを形成しており、前記折り曲げ片の側部には、前記折り返し部が
前記主面の底面側に折り返された状態で前記スリットの側部に係合可能な第１凸部が設け
られ、前記スリットの側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態
で前記折り曲げ片の側部に係合可能な第２凸部が設けられており、前記保持機構が、前記
第１凸部と前記第２凸部とを含むことを特徴とする。
【００１３】
　上記構成によれば、前記可撓性フィルムと主面との間で被梱包物品を挟持するために主
面の底面側に折り返された前記折り返し部は、保持機構によって、主面の底面側に折り返
された状態が保持されるので、物品搬送用梱包具を外箱に収容するとき、前記可撓性フィ
ルムの復元力に抗して、主面の底面側に折り返した折り返し部を両手で掴んで、主面の底
面側に折り返された状態を保持する動作が不要となる。このために物品搬送用梱包具を片
手で持って簡単に外箱に収容することができる。
【００１５】
　また上記構成によれば、物品搬送用梱包具外箱に収容されると、保持機構に保持されて
いた折り返し部は、被梱包物品の荷重によって弾性変形し、主面の底面側に折れ曲がる。
この状態で、外部から外箱の底面を押し上げる力が加わると、折り返し部がさらに主面の
底面側に弾性的に折れ曲がり、外箱の底面を押し上げる力を吸収する。これによって、外
箱の底面を押し上げる力が、被梱包物品が載置された主面に直接加わることを防止するこ
とができる。
　また前記折り曲げ片の長さを、前記可撓性フィルムよりも長く形成することもできる。
【００１６】
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　また、前記折り返し部の内側には、前記折り返し部と平行に配置され折り曲げ可能な第
１折り曲げ片と、前記第１折り曲げ片の外側に向かい合わせに配置され折り曲げ可能な第
２折り曲げ片と、を備えており、前記スリットは前記第２折り曲げ片が折り曲げられた折
り曲げ跡に形成され、前記第１折り曲げ片の側部には、前記折り返し部が前記主面の底面
側に折り返された状態で前記スリットの側部に係合可能な第１凸部が設けられ、前記スリ
ットの側部には、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で前記第１折り
曲げ片の側部に係合可能な第２凸部が設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　上記構成によれば、第１折り曲げ片とともに第２折り曲げ片を折り曲げて、第２折り曲
げ片の折り曲げ跡に形成されたスリットに第１折り曲げ片を係合して、折り返し部を保持
することができる。梱包具本体のブランク材にスリットを形成しないのでスリットの抜き
材を処理する処理工程が不要となりコストダウンを図ることができるとともに、ブランク
材を組み立てラインで搬送するとき、スリットが組み立てラインに引っ掛かってブランク
材を円滑に搬送することができなくなることを防止することができる。
【００１８】
　また、前記立ち上がり部は、前記主面に連続して折り曲げ可能に形成されており、物品
搬送用梱包具が外箱に収容されるとき、該外箱の側壁に当接して外箱の側壁に沿って上方
に折り曲げられて形成されることを特徴とする。
【００１９】
　上記構成によれば、立ち上がり部を垂直上方に折り曲げる行程を省略することができる
。
【００２０】
　また、前記主面と前記可撓性フィルムとの間に複数の被梱包物品を挿入した状態で、隣
り合う被梱包物品の間において前記可撓性フィルムを前記主面側に押さえる押さえ部を備
えていることを特徴とする。
【００２１】
　上記構成によれば、押さえ部は、２つの被梱包物品の間に位置する可撓性フィルムを上
から押さえて緊張させることによって、２つの被梱包物品を主面に押し付けて固定するこ
とができる。
【００２２】
　また、前記主面の両端縁に設けられた前記立ち上がり部には、前記主面の内側に折り曲
げられる押さえ片がそれぞれ設けられており、前記押さえ部は、前記押さえ片が連結され
て形成されることを特徴とする。
【００２３】
　上記構成によれば、立ち上がり部を上方に折り曲げるときに押さえ片同士を連結して、
簡単に押さえ部を形成することができる。
【００２４】
　また、前記押さえ片のうち、一方の押さえ片には下向きの切り欠きが形成され、他方の
押さえ片には上向きの切り欠きが形成されており、前記押さえ部は、一方の押さえ片の下
向きの切り欠きに他方の押さえ片の上向きの切り欠きを係合させて連結されることを特徴
とする。
【００２５】
　上記構成によれば、押さえ片を上方に折り曲げた状態で立ち上がり部を上方に折り曲げ
ると、押さえ片同士が重なるようになるので、下向きの切り欠きと上向きの切り欠きとを
簡単に係合して押さえ部を形成することができる。
【００２６】
　また、前記保持機構は、前記折り返し部の先端部に形成された凸部と、前記主面に形成
され、前記折り返し部が前記主面の底面側に折り返された状態で前記凸部が係合可能な孔
部と、を有していることを特徴とする。
【００２７】
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　上記構成によれば、折り返し部を、折り返す前の状態に戻ろうとする弾性力に抗して、
確実に主面の底面側に保持することができる。
【００２８】
　また、前記折り返し部は、前記主面に連続して設けられ前記主面に対して垂直に折り曲
げられる第１壁部を備えており、前記立ち上がり部は、主面を切り欠いて第１壁部と一体
に形成されており、前記第１壁部が前記主面に対して垂直に折り返された状態で、前記主
面に対して垂直上向きに立ち上がることを特徴とする。
【００２９】
　上記構成によれば、物品搬送用梱包具を外箱に収容するとき、立ち上がり部を、外箱の
側壁に当接させて垂直に立ち上げる工程を省くことができる。また、立ち上がり部を主面
と別個に設けた場合に比べて、梱包具本体のブランク材のサイズを小さくしてコストダウ
ンを図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る物品搬送用梱包具を構成する梱包具本体の展開
図である。
【図２】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図４】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図５】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図６】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図７】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図８】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図９】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１０】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る物品搬送用梱包具を構成する梱包具本体の展
開図である。
【図１２】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１３】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１４】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１５】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１６】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１７】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１８】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図１９】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２０】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２１】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２２】本発明の第３の実施の形態に係る物品搬送用梱包具を構成する梱包具本体の展
開図である。
【図２３】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２４】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２５】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２６】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２７】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２８】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図２９】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３０】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３１】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３２】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３３】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
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【図３４】本発明の第４の実施の形態に係る物品搬送用梱包具を構成する梱包具本体の展
開図である。
【図３５】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３６】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３７】物品搬送用梱包具に物品を梱包する手順を示す斜視図である。
【図３８】従来の物品搬送用梱包具の組み立て手順を示す斜視図である。
【図３９】従来の物品搬送用梱包具の組み立て手順を示す斜視図である。
【図４０】従来の物品搬送用梱包具の組み立て手順を示す斜視図である。
【図４１】従来の物品搬送用梱包具の組み立て手順を示す斜視図である。
【図４２】従来の物品搬送用梱包具の組み立て手順を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の第１の実施例に係る物品搬送用梱包具１を図１～図１１に基づいて説明
する。ただし、以下に示す実施例は、本発明の技術思想を具体化するための物品搬送用梱
包具を例示するものであって、物品搬送用梱包具を以下のものに限定するものではない。
また、本明細書は特許請求の範囲に示される部材を、実施の形態の部材に特定するもので
は決してない。特に実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対
的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨では
なく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明
を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、同一の名称、符
号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、
本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を
兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担して実現すること
もできる。
【００３２】
　物品搬送用梱包具１は、梱包具本体２と、透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルム３と
を備えている。図１に示すように、梱包具本体２は、被梱包物品が搭載される主面４を備
えている。主面４の一方の対向側辺には折曲線５，６が設けられており、この折曲線５，
６を介して折り返し部７，８が形成されている。主面４の他方の対向側辺には折曲線９，
１０が設けられており、この折曲線９，１０を介して立ち上がり部１１，１２が形成され
ている。
【００３３】
　折り返し部７，８の内部には折り曲げ片１７，１８が形成されている。折り曲げ片１７
，１８は、主面４と折り返し部７，８との間に設けられた折曲線５，６よりも内側に設け
られた折曲線１９，２０を介して形成されている。折曲線１９，２０は、折り曲げ溝が断
続的に設けられたミシン目状に形成されており、これによって折り曲げ片１７，１８は、
主面４に対して、下向きの位置まで折り曲げ可能とされ、この位置を越えて過度に主面４
の底面側に折れ曲がることが防止される。
【００３４】
　折曲線９，１０は、折り曲げ溝が断続的に設けられたミシン目状に形成されており、こ
れによって立ち上がり部１１，１２は主面に対して概ね垂直上方に向く位置まで折り曲げ
可能とされ、この位置を越えて過度に主面の上面側に折れ曲がることが防止される。
【００３５】
　折り返し部７，８の内部には、折り曲げ片１７，１８の外側に隣接してスリット２１，
２２が形成されている。折り曲げ片１７，１８の両側部には、折り曲げ片１７，１８の基
端部から先端に向かって外側に傾斜する第１傾斜辺２６が形成されている。第１傾斜辺２
６には、先端に向かって内側に傾斜する第２傾斜辺２７が形成されており、第１傾斜辺２
６と第２傾斜辺２７との接続部には外側に凸となる逆Ｖ字形の凸部２９が形成されている
。スリット２１，２２の両側壁は、折り曲げ片１７，１８の第２傾斜辺２７を形成する切
欠線が延長された第１傾斜壁３２と先端に向かって外側に傾斜する第２傾斜壁３３とが形
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成されており、第１傾斜壁３２と第２傾斜壁３３との接続部には内側に凸となるＶ字形の
凸部３４が形成されている。
【００３６】
　図２は梱包具本体２に可撓性フィルム３を重ね合わせた状態を示す。可撓性フィルム３
として、たとえばポリエチレンシートが用いられ、梱包具本体２のブランク材に固定され
る。可撓性フィルム３は、折曲線９と折曲線１０との間の主面４と折り返し部７，８とに
非接着の状態で重ねられ、端縁は、折り返し部７，８のスリット２１，２２の外側に固定
される。本実施例において可撓性フィルム３は接着剤で固定されるが、これに限定される
ものではなく、熱溶着して固定することもできる。
【００３７】
　ここで、物品搬送用梱包具１を用いて被梱包物品Ａを梱包する手順について説明する。
図３，図４に示すように、梱包具本体２の主面４と可撓性フィルム３との間に被梱包物品
Ａを挿入する。被梱包物品Ａとして例えばシャンプーのボトルが挿入される。このとき図
３に示すように、主面４の一方の対向側辺に設けられた折り返し部７，８を、折曲線５，
６で上方に折り曲げて可撓性フィルム３を弛ませると、被梱包物品Ａを挿入しやすくなる
。
【００３８】
　次に、図５に示すように、折り返し部７，８を折曲線５，６で主面４の底面側に折り返
す。そうすると、可撓性フィルム３が折り返し部７，８とともに主面４の下方に折り曲げ
られる。可撓性フィルム３は、主面４の折曲線５，６側に引っ張られて緊張し、被梱包物
品Ａを主面４に押し付ける。これによって、被梱包物品Ａは所定の位置に固定される。
【００３９】
　なお、可撓性フィルム３の中央部は、主面４の内側に設けられた折曲線１９，２０に当
接して折り曲げ可能である。これによって、可撓性フィルム３が全幅に亘って折曲線５，
６側に当接して折り返される場合に比べて折り返し部７，８を小さい力で折り返すことが
できる。
【００４０】
　図６に示すように、折り曲げ片１７，１８を折曲線１９，２０で主面４に対して下向き
の位置まで折り曲げる。なお、折り曲げ片１７，１８は、下向きの位置を越えて主面４の
底面側に折り曲げられない。このとき、折り曲げ片１７，１８の先端部が、折り返し部７
，８の内部に形成されたスリット２１，２２に嵌まり込む。折り曲げ片１７，１８の第２
傾斜辺２７がスリット２１，２２の第１傾斜壁３２に当接する。折り返し部７，８をさら
に主面４の底面側に折り返すと、第１傾斜辺２６がスリット２１，２２の両側壁に形成さ
れた凸部３４を乗り越えて、スリット２１，２２の第２傾斜壁３３に当接する。
【００４１】
　折り曲げ片１７，１８の上面側には、スリット２１，２２の両側壁に形成された凸部３
４が係合しており、折り返し部７，８の外側には、折り曲げ片１７，１８の両側部に形成
された凸部２９が係合している。凸部２９は第１凸部であり、凸部３４は第２凸部である
。これによって、折り返し部７，８は弾性力に抗してこの位置で保持される。折り曲げ片
１７，１８の上面側に係合する凸部３４と、折り返し部７，８の外側に係合する凸部２９
とで保持機構が構成される。
【００４２】
　図７に示すように、物品搬送用梱包具１は、この状態で外箱４１に収容されるが、折り
返し部７，８は保持機構によって保持されているので、物品搬送用梱包具１を外箱に収容
するとき、左右の折り返し部７，８を弾性力に抗して両手で掴んで、折り返し部が主面の
底面側に折り返された状態を保持しなくてもよい。たとえば主面４を片手で掴んで外箱４
１に収容することができる。
【００４３】
　主面４の対向側辺に形成された立ち上がり部１１，１２は、外箱４１に収容するとき、
外箱４１の開口部である側壁の上端に当接して、折曲線９，１０で垂直上方に折り曲げら
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れる。これによって、立ち上がり部１１，１２を折曲線９，１０で垂直上方に折り曲げる
行程を省略することができる。なお、折曲線９，１０の折り曲げ溝は断続的にミシン目状
に設けられており、立ち上がり部１１，１２が、折曲線９，１０で過度に折り曲げられて
、主面４の内側に倒れ込むことが防止される。
【００４４】
　物品搬送用梱包具１が外箱４１に収容される手順を図８～図１０に示す。物品搬送用梱
包具１が外箱４１に収容されると、保持機構に保持されていた折り返し部７，８は、被梱
包物品Ａの荷重によって弾性変形し、主面４の底面側に折れ曲がる。外部から外箱４１の
底面を押し上げる力が加わると、折り返し部７，８がさらに主面４の底面側に弾性的に折
れ曲がり、底面を押し上げる力を吸収する。折り返し部７，８は緩衝部である。底面を押
し上げる力が大きい場合には、主面４に対して下向きの折り曲げ片１７，１８が外箱４１
の底面に当接する。これによって、底面を押し上げる力が、被梱包物品Ａが載置された主
面４に直接加わることを防止することができる。
【００４５】
　主面４に対して垂直上方に向く立ち上がり部１１，１２の上端は、折り返し部７，８の
弾性力によって外箱４１の上蓋底面に当接しており、これによって物品搬送用梱包具１が
浮き上がることが防止される。なお、立ち上がり部１１，１２は、垂直上方に向いており
、この位置を越えて主面の内側に折れ曲がらないので、外部からの力が加わったとき、立
ち上がり部１１，１２が主面の内側に折れ曲がって物品搬送用梱包具１が浮き上がること
が防止される。
【００４６】
　本発明の第２の実施例に係る物品搬送用梱包具６１を図１１～図２１に基づいて説明す
る。図１２は梱包具本体６２の展開図であり、図１３は梱包具本体６２に可撓性フィルム
６３を重ね合わせた状態を示す。物品搬送用梱包具６１は、梱包具本体６２と、透光性を
有する可撓性フィルム６３とを備えている。梱包具本体６２は、被梱包物品が搭載される
主面６４を備える。
【００４７】
　主面６４の一方の対向側辺には折曲線６５，６６が設けられており、この折曲線６５，
６６を介して第１壁部６７，６８が形成されている。第１壁部６７，６８の外側には折曲
線６９，７０が設けられており、この折曲線６９，７０を介して第２壁部７１，７２が形
成されている。第１壁部６７と第２壁部７１とで折り返し部７６が構成され、第１壁部６
８と第２壁部７２とで折り返し部７７が構成される。第２壁部７１，７２の先端部にはそ
れぞれ凸部７８が形成されている。
【００４８】
　折曲線６５，６６の両端部には、それぞれ主面６４を切り欠いた切り欠き線８２が形成
されている。切り欠き線８２に沿って切り欠いた切り欠き部分によって立ち上がり部８３
が形成される。また、折曲線６５，６６の内側であっての主面６４の周縁部には、細長な
孔部８４が形成されている。
【００４９】
　可撓性フィルム６３は、梱包具本体６２がブランク材の状態で固定される。可撓性フィ
ルム６３は、主面６４のうち折曲線６５，６６を覆うように、主面６４上に接着されない
状態で重ねられる。可撓性フィルム６３の端縁は、折り返し部７６，７７の第２壁部７１
，７２に固定される。
【００５０】
　ここで、物品搬送用梱包具６１を用いて被梱包物品Ａを梱包する手順について説明する
。まず、梱包具本体６２の主面６４と可撓性フィルム６３との間に被梱包物品Ａを挿入す
る。図１４は、第２壁部７１，７２を上方に折り曲げて可撓性フィルム６３を撓ませた状
態を示し、図１５は被梱包物品Ａを挿入した状態を示す。
【００５１】
　次に、図１６に示すように、第１壁部６７，６８を折曲線６５，６６で主面６４に対し
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て垂直下方に折り曲げる。そして図１７に示すように、第２壁部７１，７２を折曲線６９
，７０で主面６４の底面側に折り曲げる。このとき、第１壁部６７，６８と一体に形成さ
れ切り欠き線８２に沿って切り欠いた切り欠き部分によって、立ち上がり部８３が形成さ
れる。
【００５２】
　図１８に示すように、第２壁部７１，７２の先端部に形成された凸部７８を孔部８４に
係合する。これによって、折り返し部７，８を、折り返す前の状態に戻ろうとする弾性力
に抗して、主面６４の底面側に確実に保持することができる。凸部７８と孔部８４とで保
持機構が構成される。
【００５３】
　物品搬送用梱包具６１は、この状態で外箱に収容されるが、折り返し部７，８は保持機
構によって保持されているので、物品搬送用梱包具６１を外箱に収容するとき、弾性力に
抗して左右の折り返し部７６，７７を両手で掴んで、折り返し部７６，７７が主面６４の
底面側に折り返された状態を保持することを要しない。このため、たとえば物品搬送用梱
包具６１の主面６４を片手で掴んで外箱に収容することができる。
【００５４】
　図１９～図２２は物品搬送用梱包具６１を外箱４１に収容する手順を示す。立ち上がり
部８３は、第１壁部６７，６８と一体に形成されており、第１壁部６７，６８と第２壁部
７１，７２とを、折曲線６５，６６で主面６４に対して下方に折り曲げたとき、主面６４
の上面に予め立ち上がっているので、物品搬送用梱包具６１を外箱４１に収容するとき、
立ち上がり部８３を、外箱４１の側壁に当接させてに立ち上げる工程を省くことができる
。なお、図１８に示すように、立ち上がり部８３を先端が多少外側に開くように斜めに立
ち上げることによって、物品搬送用梱包具を外箱４１に収容したとき、立ち上がり部８３
を外箱４１の側壁に弾性変形した状態で当接させて、物品搬送用梱包具６１が受ける外部
からの力を緩和させることができる。
【００５５】
　立ち上がり部８３は、主面６４に設けられた切り欠き線８２に沿って切り欠いた切り欠
き部分によって形成されているので、立ち上がり部８３を主面６４と別個に設けた場合に
比べて、梱包具本体６２のブランク材のサイズを小さくしてコストダウンを図ることがで
きれる。
【００５６】
　本発明の第３の実施例を図２２～図３４に基づいて説明する。図２２は梱包具本体１０
２の展開図であり、図２３は、梱包具本体１０２に可撓性フィルム１０３を重ね合わせた
状態を示す。物品搬送用梱包具１０１は、梱包具本体１０２と、透光性を有し伸縮可能な
可撓性フィルム１０３とを備えている。
【００５７】
　梱包具本体１０２は、被梱包物品が搭載される主面１０４を備えている。主面１０４の
一方の対向側辺には折曲線１０５，１０６が設けられており、この折曲線１０５，１０６
を介して折り返し部１０７，１０８が形成されている。主面１０４の他方の対向側辺には
折曲線１０９，１１０が設けられており、この折曲線１０９，１１０を介して立ち上がり
部１１１，１１２が形成されている。
【００５８】
　折り返し部１０７，１０８の内部には折り曲げ片１１７，１１８が形成されている。折
り曲げ片１１７，１１８は、主面１０４と折り返し部１０７，１０８との間に設けられた
折曲線１０５，１０６よりも内側に設けられた折曲線１１９，１２０を介して形成されて
いる。折曲線１１９，１２０は、折り曲げ溝が断続的に設けられたミシン目状に形成され
ており、これによって折り曲げ片１１７，１１８は、主面１０４に対して、下向きの位置
まで折り曲げ可能とされ、この位置を越えて過度に主面１０４の底面側に折れ曲がること
が防止される。
【００５９】
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　折曲線１０９，１１０は、折り曲げ溝が断続的に設けられたミシン目状に形成されてお
り、これによって立ち上がり部１１１，１１２は主面１０４に対して概ね垂直上方に向く
位置まで折り曲げ可能とされ、この位置を越えて過度に主面１０４の上面側に折れ曲がる
ことが防止される。
【００６０】
　折り返し部１０７，１０８の内部には、折り曲げ片１１７，１１８の外側に隣接してス
リット１２１，１２２が形成されている。折り曲げ片１１７，１１８の両側部には、折り
曲げ片１１７，１１８の基端部から先端に向かって外側に傾斜する第１傾斜辺１２６が形
成されている。第１傾斜辺１２６には、先端に向かって内側に傾斜する第２傾斜辺１２７
が形成されており、第１傾斜辺１２６と第２傾斜辺１２７との接続部には外側に凸となる
逆Ｖ字形の凸部１２９が形成されている。
【００６１】
　スリット１２１，１２２の両側壁は、折り曲げ片１１７，１１８の第２傾斜辺１２７を
形成する切欠線が延長された第１傾斜壁１３２と先端に向かって外側に傾斜する第２傾斜
壁１３３が形成されており、第１傾斜壁１３２と第２傾斜壁１３３との接続部には内側に
凸となるＶ字形の凸部１３４が形成されている。
【００６２】
　立ち上がり部１１１，１１２には、上下方向の折曲線１４８，１４９と切り込み１５０
，１５１とが設けられており、押さえ片１４１，１４２が折曲線１４８，１４９を介して
折り曲げ可能に形成されている。押さえ片１４１の先端下部と押さえ片１４２の先端上部
には、細長な切り欠き１５２，１５３が設けられており、この切り欠き１５２と１５３と
が係合して押さえ片１４１，１４２同士が連結されて、押さえ部１４３が形成される。な
お、押さえ部１４３と主面１０４との間には隙間が設けられている。
【００６３】
　可撓性フィルム１０３は、図２２に示す梱包具本体１０２のブランク材に固定される。
可撓性フィルム１０３は、折曲線１０９と折曲線１１０との間の主面１０４と折り返し部
１０７，１０８とに非接着の状態で重ねられ、端縁が、折り返し部１０７，１０８のスリ
ット１２１，１２２外側に接着剤で固定される。
【００６４】
　ここで、物品搬送用梱包具１０１を用いて被梱包物品Ａを梱包する手順について説明す
る。梱包具本体１０２の主面１０４と可撓性フィルム１０３との間に被梱包物品Ａを挿入
する。本実施例においては、隣合わせに搭載される２つのシャンプーのボトルを１組の被
梱包物品Ａとして、２組の被梱包物品Ａが主面４の長手方向に沿った２箇所に挿入される
。このとき、図２４に示すように主面１０４の一方の対向側辺に設けられた折り返し部１
０７，１０８を、折曲線１０５，１０６で上方に折り曲げて可撓性フィルム１０３を弛ま
せると、被梱包物品Ａを挿入しやすくなる。
【００６５】
　次に、図２５に示す状態から、押さえ片１４１，１４２を折曲線１４８，１４９で上方
に折り曲げる。このときの状態を図２６に示す。そして、立ち上がり部１１１，１１２を
折曲線１０９，１１０で上方に折り曲げる。立ち上がり部１１１，１１２を上方に折り曲
げると、押さえ片１４１と押さえ片１４２とが主面１０４上で重なるようになるので、切
り欠き１５２と切り欠き１５３とを係合して押さえ片１４１と１４２とを簡単に連結する
ことができる。このときの状態を図２７に示す。押さえ片１４１と１４２とは水平方向に
向いた状態で固定され、簡単に押さえ部１４３が形成される。
【００６６】
　次に、図２８に示すように、折り返し部１０７，１０８を折曲線１０５，１０６で主面
４の底面側に折り返す。そうすると、可撓性フィルム１０３が折り返し部１０７，１０８
ともに主面１０４の下方に折り曲げられる。可撓性フィルム１０３は、主面１０４の折曲
線１０５，１０６側に引っ張られて緊張し、被梱包物品Ａを主面１０４に押し付ける。こ
れによって、被梱包物品Ａは所定の位置に固定される。
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【００６７】
　なお、可撓性フィルム１０３の中央部は、主面１０４の内側に設けられた折曲線１１９
，１２０に当接して折り曲げ可能である。これによって、可撓性フィルム１０３が全幅に
亘って折曲線１０５，１０６側に当接して折り返される場合に比べて折り返し部１０７，
１０８を小さい力で折り返すことができる。
【００６８】
　図２９に示すように、折り曲げ片１１７，１１８を折曲線１１９，１２０で主面１０４
に対して下向きの位置まで折り曲げる。なお、折り曲げ片１１７，１１８は、下向きの位
置を越えて主面１０４の底面側に折り曲げられない。
【００６９】
　このとき、折り曲げ片１１７，１１８の先端部が、折り返し部１０７，１０８の内部に
形成されたスリット１２１，１２２に嵌まり込む。折り曲げ片１１７，１１８の第２傾斜
辺１２７がスリット１２１，１２２の第１傾斜壁１３２に当接する。折り返し部１０７，
１０８をさらに主面１０４の底面側に折り返すと、第１傾斜辺１２６がスリット１２１，
１２２の両側壁に形成された凸部１３４を乗り越えて、スリット１２１，１２２の第２傾
斜壁１３３に当接する。
【００７０】
　折り曲げ片１１７，１１８の上面側には、スリット１２１，１２２の両側壁に形成され
た凸部１３４が係合しており、折り返し部１０７，１０８の外側には、折り曲げ片１１７
，１１８の両側部に形成された凸部１２９が係合している。凸部１２９は第１凸部であり
、凸部１３４は第２凸部である。これによって、折り返し部１０７，１０８は弾性力に抗
してこの位置で保持される。折り曲げ片１１７，１１８の上面側に係合する凸部１３４と
、折り返し部１０７，１０８の外側に係合する凸部１２９とで保持機構が構成される。
【００７１】
　押さえ片１４１と１４２との下端には、水平方向に向いた直線部１６１，１６２が形成
されており、この直線部１６１，１６２によって、押さえ部１４３の下端面には押さえ辺
が形成される。押さえ部１４３は、２つの被梱包物品Ａの間に位置する可撓性フィルム１
０３を押さえ辺で上から押さえて緊張させることによって、２つの被梱包物品Ａを主面４
に押し付けて固定することができる。
【００７２】
　物品搬送用梱包具１０１が外箱４１に収容される手順を図３０～図３３に示す。主面１
０４に対して垂直上方に向く立ち上がり部１１１，１１２の上端は、折り返し部１０７，
１０８の弾性力によって外箱４１の上蓋底面に当接しており、これによって物品搬送用梱
包具１０１が浮き上がることが防止される。なお、立ち上がり部１１１，１１２は、垂直
上方に向いており、この位置を越えて主面の内側に折れ曲がらないので、外部からの力が
加わったとき、立ち上がり部１１１，１１２が主面１０４の内側に折れ曲がって物品搬送
用梱包具１０１が浮き上がることが防止される。
【００７３】
　なお、本実施例では主面１０４に２つの被梱包物品Ａを搭載するので、押さえ部１４３
を２つの被梱包物品Ａの間に１つ設けたが、被梱包物品Ａを３つ以上搭載する場合には隣
接する被梱包物品Ａの間に押さえ部をそれぞれ設けることによって、複数の被梱包物品Ａ
を主面１０４に安定して搭載することができる。また、押さえ部を梱包具本体と一体に形
成しているが、押さえ部を別部材とすることもできる。
【００７４】
　本発明の第４の実施例を図３４～図３７に基づいて説明する。なお、第１の実施例の説
明と重複する部分については説明を省略する。物品搬送用梱包具２０１は、梱包具本体２
０２と、透光性を有し伸縮可能な可撓性フィルム２０３とを備えている。梱包具本体２０
２は、被梱包物品が搭載される主面２０４を備えており、主面２０４の一方の対向側辺に
は折曲線２０５，２０６が設けられており、この折曲線２０５，２０６を介して折り返し
部２０７，２０８が形成されている。主面２０４の他方の対向側辺には折曲線２０９，２
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１０が設けられており、この折曲線２０９，２１０を介して立ち上がり部２１１，２１２
が形成されている。
【００７５】
　折り返し部２０７，２０８の内部には第１折り曲げ片２１７，２１８と第２折り曲げ片
２２１，２２２とが形成されている。第１折り曲げ片２１７，２１８は、主面２０４と折
り返し部２０７，２０８との間に設けられた折曲線２０５，２０６よりも内側に設けられ
た折曲線２１９，２２０を介して折り曲げ可能に形成されており、第２折り曲げ片２２１
，２２２は、折曲線２０５，２０６よりも外側に設けられた折曲線２２３，２２４を介し
て折り曲げ可能に形成されている。第１折り曲げ片２１７，２１８と第２折り曲げ片２２
１，２２２とは向かい合わせに配置された観音開きである。
【００７６】
　第１折り曲げ片２１７，２１８の両側部には、第１折り曲げ片２１７，２１８の基端部
から先端に向かって外側に傾斜する第１傾斜辺２２６が形成されている。第１傾斜辺２２
６には、先端に向かって内側に傾斜する第２傾斜辺２２７が形成されており、第１傾斜辺
２２６と第２傾斜辺２２７との接続部には外側に凸となる逆Ｖ字形の凸部２２９が形成さ
れている。第２折り曲げ片２２１，２２２が形成されている折り返し部２０７，２０８側
の両側壁には、第１折り曲げ片２１７，２１８の第２傾斜辺２２７を形成する切欠線が延
長された第１傾斜壁２３２と、先端に向かって外側に傾斜する第２傾斜壁２３３とが形成
されており、第１傾斜壁２３２と第２傾斜壁２３３との接続部には内側に凸となるＶ字形
の凸部２３４が形成されている。
【００７７】
　図３５は梱包具本体２０２に可撓性フィルム２０３を重ね合わせた状態を示す。可撓性
フィルム２０３として、たとえばポリエチレンシートが用いられ、梱包具本体２０２のブ
ランク材に固定される。可撓性フィルム２０３は、折曲線２０９と折曲線２１０との間の
主面２０４と折り返し部２０７，２０８とに非接着の状態で重ねられ、端縁は、折り返し
部２０７，２０８であって第２折り曲げ片２２１，２２２の外側に固定される。
【００７８】
　ここで、物品搬送用梱包具２０１を用いて被梱包物品Ａを梱包する手順について説明す
る。、梱包具本体２０２の主面２０４と可撓性フィルム２０３との間に被梱包物品Ａを挿
入した状態で、図３６に示すように、折り返し部２０７，２０８を折曲線２０５，２０６
で下方に折り曲げて、主面４の裏面側に当接させる。そうすると、第１折り曲げ片２１７
，２１８の裏面に第２折り曲げ片２２１，２２２の裏面が当接する。
【００７９】
　つぎに、図３７に示すように、第１折り曲げ片２１７，２１８と第２折り曲げ片２２１
，２２２とを裏面同士が当接している状態で主面２０４の下方に折り曲げる。そうすると
、第２折り曲げ片２２１，２２２を折り曲げた折り曲げ跡にスリットが形成されており、
第１折り曲げ片２１７，２１８の第１傾斜辺２２６が、スリットの両側壁に形成された凸
部２３４を乗り越える。この状態で第１折り曲げ片２１７，２１８と第２折り曲げ片２２
１，２２２とから手を離すと、第１折り曲げ片２１７，２１８の第１傾斜辺２２６が凸部
２３４に係合する。そして、折り返し部２０７，２０８側の第２傾斜壁２３３には、第１
折り曲げ片２１７，２１８の凸部２２９が係合する。これによって、折り返し部２０７，
２０８は弾性力に抗してこの位置で保持される。折り曲げ片２１７，２１８の上面側に係
合する凸部２３４と、折り返し部２０７，２０８の上面側に係合する凸部２２９とで保持
機構が構成される。凸部２２９は第１凸部であり、凸部２３４は第２凸部である。
【００８０】
　本実施例では、第１折り曲げ片２１７，２１８の外側に隣接して第２折り曲げ片２２１
，２２２を設けており、第１折り曲げ片２１７，２１８とともに第２折り曲げ片２２１，
２２２を折り曲げて、第２折り曲げ片２２１，２２２を折り曲げた折り曲げ跡に形成され
たスリットに第１折り曲げ片２１７，２１８を係合して折り返し部２０７，２０８を保持
している。



(15) JP 6456640 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

【００８１】
　梱包具本体のブランク材にスリットを形成しないので、スリットの抜き材を処理する処
理工程が不要となりコストダウンを図ることができるとともに、ブランク材を組み立てラ
インで搬送するとき、スリットが引っ掛かってブランク材を円滑に搬送することができな
くなることを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の物品搬送用梱包具は、シャンプーなどのボトル、食品や化粧品の箱などの物品
を箱詰めして搬送する場合に、物品の梱包具として好適に利用できる。
【符号の説明】
【００８３】
　１，６１，１０１，２０１…物品搬送用梱包具
　Ａ…被梱包物品
　Ｍ…物品
　２，６２，１０２，２０２…梱包具本体
　３，６３，１０３，２０３…可撓性フィルム
　４，６４，１０４，２０４…主面
　５，６，９，１０，１９，２０，６５，６６，６９，７０，１０５，１０６，１０９，
１１０，１１９，１２０，１４８，１４９，２０５，２０６，２０９，２１０，２１９，
２２０，２２３，２２４…折曲線
　７，８，２０７，２０８…折り返し部
　１１，１２，２１１，２１２…立ち上がり部
　１７，１８，１１７，１１８…折り曲げ片
　２１，２２，１２１，１２２…スリット
　２６，１２６，２２６…第１傾斜辺
　２７，１２７，２２７…第２傾斜辺
　２９，３４，７８，１２９，１３４，２２９，２３４…凸部
　３２，１３２，２３２…第１傾斜壁
　３３，１３３，２３３…第２傾斜壁
　４１…外箱
　６７，６８…第１壁部
　７１，７２…第２壁部
　７６，７７，１０７，１０８…折り返し部
　８２…切り欠き線
　８３，１１１，１１２…立ち上がり部
　８４…孔部
　１４１，１４２…押さえ片
　１４３…押さえ部
　１５０，１５１…切り込み
　１５２，１５３…切り欠き
　１６１，１６２…直線部
　２１７，２１８…第１折り曲げ片
　２２１，２２２…第２折り曲げ片
　３０１…個装体
　３０２…内装体
　３０３…外箱
　３０６…ベースボード
　３０７…抑えシート
　３１１…立下り部分
　３１２…立上り部分
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　３２１…ベースシート
　３２２…抑えシート
　３２３…外箱
　３２４…搭載面
　３２５…立上り部分
　３２６…立下がり部分
　３２７…垂直面形成部分
　３２８…水平面形成部分
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